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大野城市災害弔慰金の支給等に関する 条例 
 

昭和49年７ 月５ 日条例第18号 

改正 

昭和50年３ 月17日条例第６ 号 

昭和52年３ 月26日条例第15号 

昭和53年７ 月５ 日条例第21号 

昭和56年10月７ 日条例第30号 

昭和57年10月１ 日条例第22号 

昭和62年３ 月26日条例第12号 

平成３ 年12月26日条例第34号 

平成20年６ 月16日条例第17号 

平成23年12月19日条例第22号 

平成31年３ 月20日条例第４ 号 

令和元年12月18日条例第24号 

大野城市災害弔慰金の支給等に関する 条例 

第１ 章 総則 

（ 目的）  

第１ 条 こ の条例は、 災害弔慰金の支給等に関する 法律（ 昭和48年法律第82号。 以下「 法」

と いう 。）及び災害弔慰金の支給等に関する 法律施行令（ 昭和48年政令第374号。以下「 令」

と いう 。 ） の規定に準拠し 、 暴風、 豪雨等の自然災害に よ り 死亡し た 市民の遺族に対す

る 災害弔慰金の支給を 行い、 自然災害に よ り 精神又は身体に著し い 障がいを 受け た 市民

に災害障害見舞金の支給を 行い、 並びに 自然災害によ り 被害を 受け た 世帯の世帯主に対

する 災害援護資金の貸付け を 行い 、 も つて 市民の福祉及び生活の安定に資する こ と を 目

的と する 。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の条例において 、 次の各号に 掲げる 用語の定義は、 そ れぞれ当該各号に掲げる

と こ ろ によ る 。  

( １ )  災害 暴風、 豪雨、 豪雪、 洪水、 高潮、 地震、 津波そ の他異常な 自然現象によ り

被害が生ずる こ と を いう 。  

( ２ )  市民 災害によ り 被害を 受け た 当時、 こ の市の区域内に住所を 有し た 者を いう 。  

第２ 章 災害弔慰金の支給 

（ 災害弔慰金の支給）  

第３ 条 市長は、 市民が令第１ 条に規定する 災害（ 以下こ の章及び次章におい て 単に 「 災

害」 と いう 。 ） に よ り 死亡し た と き は、 そ の者の遺族に 対し 、 災害弔慰金の支給を 行う

も のと する 。  

（ 災害弔慰金を 支給する 遺族）  

第４ 条 災害弔慰金を 支給する 遺族の範囲は、 法第３ 条第２ 項の遺族の範囲と し 、 そ の順

位は次に掲げる と おり と する 。  

( １ )  死亡者の 死亡当時において 、 死亡者によ り 生計を 主と し て 維持し て いた 遺族（ 兄

弟姉妹を 除く 。 以下こ の項において 同じ 。 ） を 先にし 、 そ の他の遺族を 後にする 。  

( ２ )  前号の場合において 、 同順位の遺族について は次に掲げる 順序と する 。  

ア  配偶者 

イ  子 

ウ  父母 

エ  孫 

オ  祖父母 

( ３ )  死亡者に 係る 配偶者、 子、 父母、 孫又は祖父母の いずれも が 存し な い場合であ つ

て 兄弟姉妹がいる と き は、 そ の 兄弟姉妹（ 死亡し た 者の死亡当時そ の者と 同居し 、 又

は生計を 同じ く し て いた 者に限る 。 ） に対し て 、 災害弔慰金を 支給する も のと する 。  
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２  前項の 場合に おい て 、 同順位の父母について は、 養父母を 先にし 、 実父母を 後にし 、

同順位の祖父母に つい て は、 養父母の父母を 先にし 、 実父母の父母を 後にし 、 父母の養

父母を 先にし 、 実父母を 後にする 。  

３  遺族が 遠隔地であ る 場合そ の他の事情によ り 、 前２ 項の規定によ り 難いと き は、 前２

項の規定に かか わ ら ず、 第１ 項の 遺族の う ち 、 市長が適当と 認める 者に支給する こ と が

で き る 。  

４  前３ 項の場合において 、 災害弔慰金の支給を 受け る べき 同順位の遺族が２ 人以上あ る

と き は、 そ の１ 人に対し て 支給し た 場合は、 全員に対し な さ れた も のと みな す。  

（ 災害弔慰金の額）  

第５ 条 災害によ り 死亡し た 者１ 人当た り の 災害弔慰金の額は、 そ の死亡者が 死亡当時に

おいて そ の 死亡に 関し 災害弔慰金を 受け る こ と ができ る こ と と な る 者の生計を 主と し て

維持し て いた 場合にあ つて は500万円と し 、 そ の他の場合にあ つて は250万円と する 。 た

だし 、 死亡者がそ の死亡に係る 災害に関し 既に次章に規定する 災害障害見舞金の支給を

受け て いる 場合は、 こ れら の額か ら 当該支給を 受け た 災害障害見舞金の額を 控除し た 額

と する 。  

（ 死亡の推定）  

第６ 条 災害の際、 現にそ の場にいあ わ せた 者について の死亡の推定は、 法第４ 条の 規定

によ る も のと する 。  

（ 支給の制限）  

第７ 条 弔慰金は、 次の各号に掲げる 場合には支給し な い。  

( １ )  当該死亡者の死亡が、 そ の者の故意又は重大な 過失によ り 生じ た も のであ る 場合 

( ２ )  令第２ 条に規定する 場合 

（ 支給の手続）  

第８ 条 市長は、 災害弔慰金の支給を 行う べき 事由があ る と 認める と き は、 規則で定める

と こ ろ によ り 支給を 行う も のと する 。  

２  市長は、 災害弔慰金の支給に関し て 遺族に対し 、 必要な 報告又は書類の提出を 求める

こ と ができ る 。  

第３ 章 災害障害見舞金の支給 

（ 災害障害見舞金の支給）  

第９ 条 市は、 市民が 災害によ り 負傷し 、 又は疾病にか か り 、 治つた と き （ そ の症状が固

定し た と き を 含む。 ） に法別表に掲げる 程度の障がいがあ る と き は、 当該住民（ 以下「 障

がい者」 と いう 。 ） に対し 、 災害障害見舞金の支給を 行う も のと する 。  

（ 災害障害見舞金の額）  

第10条 障がい者１ 人当た り の災害障害見舞金の額は、当該障がい者が災害によ り 負傷し 、

又は疾病に かか つた 当時において そ の属する 世帯の生計を 主と し て 維持し て いた 場合に

あ つて は、 250万円と し 、 そ の他の場合にあ つて は、 125万円と する 。  

（ 準用規定）  

第11条 第７ 条及び第８ 条の規定は、 災害障害見舞金について 準用する 。  

第４ 章 災害援護資金の貸付け  

（ 災害援護資金の貸付け ）  

第12条 市は、 令第３ 条に掲げる 災害に よ り 、 法第10条第１ 項各号に掲げる 被害を 受け た

世帯の市民であ る 世帯主に対し 、 そ の生活の立て 直し に 資する た め 、 災害援護資金の貸

付け を 行う も のと する 。  

２  前項に 掲げる 世帯は、 そ の所得について 法第10条第１ 項に 規定する 要件に 該当する も

のでな け ればな ら な い。  

（ 災害援護資金の限度額等）  

第13条 災害援護資金の一災害におけ る 一世帯当た り の 貸付限度額は、 災害に よ る 当該世

帯の被害の種類及び程度に応じ 、 そ れぞれ次の各号に掲げる と おり と する 。  

( １ )  療養に要する 期間がおおむね１ 月以上で あ る 世帯主の負傷（ 以下「 世帯主の負傷」

と いう 。 ） があ り 、 か つ、 次のいずれかに該当する 場合 

ア  家財に つい て の 被害金額が そ の 家財の 価額の おおむね３ 分の １ 以上で あ る 損害
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（ 以下「 家財の損害」 と いう 。 ） 及び住居の損害がな い場合 150万円 

イ  家財の損害があ り 、 かつ、 住居の損害がな い場合 250万円 

ウ  住居が半壊し た 場合 270万円 

エ  住居が全壊し た 場合 350万円 

( ２ )  世帯主の負傷がな く 、 か つ、 次のいずれかに該当する 場合 

ア  家財の損害があ り 、 かつ、 住居の被害がな い場合 150万円 

イ  住居が半壊し た 場合 170万円 

ウ  住居が全壊し た 場合（ エ の場合を 除く 。 ）  250万円 

エ  住居の全体が滅失（ 全壊、 全焼、 流失の全て を 含む。 ） し た 場合 350万円 

( ３ )  第１ 号の ウ 又は前号のイ 若し く はウ において 被災し た 住居を 建て 直すに際し 、 そ

の住居の残存部分を 取り 壊さ ざ る を 得な い場合等特別の事情があ る 場合には、「 270万

円」 と あ る のは「 350万円」 と 、 「 170万円」 と あ る のは「 250万円」 と 、 「 250万円」 と

あ る のは「 350万円」 と 読み替え る も のと する 。  

２  災害援護資金の償還期間は10年と し 、 据置期間はそ のう ち ３ 年（ 令第７ 条第２ 項括弧

の場合は５ 年） と する 。  

（ 保証人及び利率）  

第14条 災害援護資金の貸付け を 受け よ う と する 者は、 保証人を 立て る こ と がで き る 。  

２  災害援護資金は、 保証人を 立て る 場合は、 無利子と し 、 保証人を 立て な い 場合は、 据

置期間中は無利子と し 、 据置期間経過後はそ の利率を 延滞の場合を 除き 年１ パーセ ン ト

と する 。  

３  第１ 項の保証人は、 災害援護資金の 貸付け を 受け た 者と 連帯し て 債務を 負担する も の

と し 、 そ の保証債務は、 令第９ 条の違約金を 包含する も のと する 。  

（ 償還等）  

第15条 災害援護資金は、 年賦償還、 半年賦償還又は月賦償還と する 。  

２  償還方法は、 元利均等償還の方法と する 。 た だし 、 貸付金の貸付け を 受け た 者は、 い

つでも 繰上償還を する こ と がで き る 。  

３  償還金の支払猶予、 償還免除、 報告等、 一時償還及び違約金について は、 法第13条、

第14条第１ 項及び第16条並びに令第８ 条、 第９ 条及び第12条の規定によ る も のと する 。  

（ 規則への委任）  

第16条 こ の条例の施行に関し 必要な 事項は、 規則で 定める 。  

附 則 

１  こ の条例は、 公布の日か ら 施行し 、 昭和49年６ 月１ 日か ら 適用する 。  

附 則（ 昭和50年条例第６ 号）  

こ の条例は、 公布の日か ら 施行する 。  

附 則（ 昭和52年条例第15号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 改正後の大野城市災害弔慰金の 支給及び災害援護資

金の貸付け に関する 条例は、 昭和51年９ 月７ 日から 適用する 。  

附 則（ 昭和53年条例第21号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 改正後の大野城市災害弔慰金の 支給及び災害援護資

金の貸付け に関する 条例は、 昭和53年１ 月14日から 適用する 。  

附 則（ 昭和56年条例第30号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 改正後の第５ 条の規定は昭和55年12月14日以後に生

じ た 災害に よ り 死亡し た 住民の遺族に対する 災害弔慰金の支給について 、 改正後の第10条

第１ 項の規定は当該災害によ り 被害を 受け た 世帯の世帯主に対する 災害援護資金の貸付け

について 適用する 。  

附 則（ 昭和57年条例第22号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 改正後の第９ 条、 第10条及び第11条の規定は、 昭和

57年７ 月10日以後に生じ た 災害によ り 負傷し 、 又は疾病にかか つた 住民に対する 災害障害

見舞金の支給について 適用する 。  

附 則（ 昭和62年条例第12号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 改正後の第13条第１ 項の規定は、 昭和61年７ 月10日



3-1-4 

以後に生じ た 災害によ り 被害を 受け た 世帯の世帯主に対する 災害援護資金の貸付け につい

て 適用する 。  

附 則（ 平成３ 年条例第34号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 改正後の第５ 条の規定は平成３ 年６ 月３ 日以後に生

じ た 災害に よ り 死亡し た 市民の遺族に対する 災害弔慰金の支給について 、 改正後の第10条

の規定は当該災害によ り 負傷し 、 又は疾病にか かっ た 市民に対する 災害障害見舞金の支給

について 、 改正後の第13条第１ 項の規定は同年５ 月26日以後に 生じ た 災害によ り 被害を 受

け た 世帯の世帯主に対する 災害援護資金の貸付け について 適用する 。  

附 則（ 平成20年６ 月16日条例第17号）  

こ の条例は、 公布の日か ら 施行する 。  

附 則（ 平成23年12月19日条例第22号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行し 、 改正後の第４ 条第１ 項の規定は、 平成23年３ 月11日

以後に生じ た 災害によ り 死亡し た 市民に係る 災害弔慰金の支給について 適用する 。  

附 則（ 平成31年３ 月20日条例第４ 号）  

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成31年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

（ 経過措置）  

２  こ の条例によ る 改正後の大野城市災害弔慰金の支給等に関する 条例第14条及び第15条

第３ 項の規定は、 こ の 条例の施行の日以後に生じ た 災害によ り 被害を 受け た 世帯の世帯

主に対する 災害援護資金の貸付け につい て 適用し 、 同日前に生じ た 災害によ り 被害を 受

け た 世帯の世帯主に対する 災害援護資金の貸付け について は、 な お従前の例によ る 。  

附 則（ 令和元年12月18日条例第24号）  

こ の条例は、 公布の日か ら 施行する 。  
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大野城市災害弔慰金の支給等に関する 条例施行規則 
 

昭和49年10月12日規則第27号 

改正 

平成15年４ 月18日規則第18号 

平成21年２ 月19日規則第３ 号 

平成31年３ 月20日規則第12号 

大野城市災害弔慰金の支給等に関する 条例施行規則 

第１ 章 総則 

（ 目的）  

第１ 条 こ の規則は、 大野城市災害弔慰金の 支給等に関する 条例（ 昭和49年条例第18号。

以下「 条例」 と いう 。 ） の施行に関し 必要な 事項を 定める も のと する 。  

第２ 章 災害弔慰金の支給 

（ 支給の手続）  

第２ 条 市長は、 条例第３ 条の規定によ り 災害弔慰金を 支給する と き は、 次に 掲げる 事項

の調査を 行つた う え 災害弔慰金の支給を 行う も のと する 。  

( １ )  死亡者（ 行方不明者を 含む。 以下同じ 。 ） の氏名、 性別、 生年月日 

( ２ )  死亡（ 行方不明を 含む。 ） の年月日及び死亡の状況 

( ３ )  死亡者の遺族に関する 事項 

( ４ )  支給の制限に関する 事項 

( ５ )  前各号に掲げる も ののほ か、 市長が必要と 認める 事項 

（ 必要書類の提出）  

第３ 条 市長はこ の市の区域外で 死亡し た 市民の遺族に 対し 、 死亡地の官公署の発行する

被災証明書を 提出さ せる も のと する 。  

２  市長は、 市民でな い遺族に対し て は遺族で あ る こ と を 証明する 書類を 提出さ せる も の

と する 。  

第３ 章 災害援護資金の貸付け  

（ 借入れの申込）  

第４ 条 災害援護資金（ 以下「 資金」 と いう 。 ） の貸付け を 受け よ う と する 者（ 以下「 借

入申込者」 と いう 。 ） は、 次に掲げる 事項を 記載し た 災害援護資金借入申込書（ 様式第

１ 号。 以下「 借入申込書」 と いう 。 ） を 市長に提出し な け ればな ら な い。  

( １ )  借入申込者の住所、 氏名及び年月日 

( ２ )  貸付け を 受け よ う と する 資金の金額、 償還の期間及び方法 

( ３ )  貸付け を 受け よ う と する 理由及び資金の使途について の計画 

( ４ )  保証人を 立て る 場合は、 保証人と な る べき 者に関する 事項 

( ５ )  前各号に掲げる も ののほ か、 市が必要と 認める 事項 

２  借入申込書には次に掲げる 書類を 添え な け ればな ら な い。  

( １ )  世帯主の 負傷を 理由と する 借入申込書にあ つて は、 医師の療養見込期間及び療養

概算額を 記載し た 診断書 

( ２ )  同一県内の他市町村での負傷を 理由と する 借入申込者にあ つて は、 負傷地の官公

署の発行する 被災証明書 

( ３ )  被害を 受け た 日の属する 年の前年（ 当該被害を １ 月から ５ 月ま で の間に受け た 場

合にあ つて は前々年と する 。 以下こ の号において 同じ 。 ） において 、 他の市町村に居

住し て い た 借入申込者にあ つて は、 当該世帯の前年の所得に関する 当該市町村長の証

明書 

( ４ )  そ の他市が必要と 認めた 書類 

３  借入申込者は、 借入申込書を 、 そ の 者の被災の日の 属する 月の翌月１ 日か ら 起算し て

３ 月を 経過する 日ま で に提出し な け ればな ら な い。  

（ 調書）  

第５ 条 市長は、借入申込書の提出を 受け た と き は、すみやか に、そ の内容を 検討のう え 、
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当該世帯の被害の状況、 所得そ の他の必要な 事項について 調査を 行う も のと する 。  

（ 貸付け の決定）  

第６ 条 市長は、 借入申込者に対し て 資金を 貸し 付け る 旨を 決定し た と き は、 貸付金の金

額、 償還期間及び償還方法を 記載し た 災害援護資金貸付決定通知書（ 様式第２ 号。 以下

「 貸付決定通知書」 と いう 。 ） を 、 借入申込者に交付する も のと する 。  

２  市長は、 借入申込者に対し て 、 資金を 貸し 付け な い 旨を 決定し た と き は、 災害援護資

金貸付不承認決定通知書（ 様式第３ 号） を 借入申込者に通知する も のと する 。  

（ 借用書の提出）  

第７ 条 貸付決定通知書の交付を 受け た 者は、 すみやか に、 災害援護資金借用書（ 様式第

４ 号。 以下「 借用書」 と いう 。 ） に、 保証人を 立て る 場合は、 保証人が連署し た 上、 資

金の貸付け を 受け た 者（ 以下「 借受人」 と いう 。 ） の印鑑証明書（ 保証人を 立て る 場合

は、 借受人及び保証人の印鑑証明書） を 添え て 市に提出し な け ればな ら な い。  

（ 貸付金の交付）  

第８ 条 市は前条の借用書と 引き 換え に貸付金を 交付する も のと する 。  

第９ 条 市長は、 借受人が貸付金の償還を 完了し た と き は、 当該借受人に係る 借用書及び

こ れに添え ら れた 印鑑証明書を 遅滞な く 返還する も のと する 。  

（ 繰上償還の申出）  

第10条 繰上償還を し よ う と する 者は、 繰上償還申出書（ 様式第５ 号） を 市長に提出する

も のと する 。  

（ 償還金の支払猶予）  

第11条 借受人は、 償還金の支払猶予を 申請し よ う と する と き は、 支払猶予を 受け よ う と

する 理由、猶予期間そ の他市長が必要と 認める 事項を 記載し た 償還金支払猶予申請書（ 様

式第６ 号） を 、 市長に提出し な け ればな ら な い。  

２  市長は、 支払の猶予を 認める 旨を 決定し た と き は、 支払を 猶予し た 期間そ の他市長が

必要と 認め る 事項を 記載し た 支払猶予承認通知書（ 様式第７ 号） を 当該借受人に交付す

る も のと する 。  

３  市長は、 支払の猶予を 認めな い旨の 決定を し た と き は、 支払猶予不承認通知書（ 様式

第８ 号） を 、 当該借受人に交付する も のと する 。  

（ 違約金の支払免除）  

第12条 借受人は、 違約金の支払免除を 申請し よ う と する と き は、 そ の理由を 記載し た 違

約金支払免除申請書（ 様式第９ 号） を 、 市長に提出し な け ればな ら な い。  

２  市長は、 延滞利子の支払免除し た 期間及び支払を 免除し た 金額を 記載し た 違約金支払

免除承認通知書（ 様式第10号） を 当該借受人に交付する も のと する 。  

３  市長は、 支払免除を 認めな い旨を 決定し た と き は、 違約金支払免除不承認通知書（ 様

式第11号） を 、 当該借受人に交付する も のと する 。  

（ 償還免除）  

第13条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を 受け よ う と する 者（ 以

下「 償還免除申請者」 と いう 。 ） は、 償還免除を 受け よ う と する 理由そ の他市長が必要

と 認める 事項を 記載し た 災害援護資金償還免除申請書（ 様式第12号） を 市長に提出し な

け ればな ら な い。  

２  前項の申請書には、 次の各号に掲げる いずれか の書類を 添え な け ればな ら な い。  

( １ )  借受人の死亡を 証する 書類 

( ２ )  借受人が 精神若し く は身体に著し い障がいを 受け て 貸付金を 償還する こ と がで き

な く な つた こ と を 証する 書類 

３  市長は、 償還の免除を 認める 旨を 決定し た と き は、 災害援護資金償還免除承認通知書

（ 様式第13号） を 、 当該償還免除申請者に交付する も のと する 。  

４  市長は、 償還の免除を 認めな い旨を 決定し た と き は、 災害援護資金償還免除不承認通

知書（ 様式第14号） を 、 当該償還免除申請者に交付する も のと する 。  

（ 督促）  

第14条 市長は、 償還金を 納付期限ま で に納入し な い者があ る と き は、 督促状を 発行する

も のと する 。  
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（ 氏名又は住所の変更届等）  

第15条 借受人又は保証人の氏名、 住所そ の 他借用書に 記載さ れた 事項に異動を 生じ た と

き は、 借受人は、 すみやか に、 そ の旨を 記載し た 氏名等変更届（ 様式第15号） を 市長に

提出し な け ればな ら な い。 た だし 、 借受人が死亡し た と き は、 同居の親族又は保証人が

代つて そ の旨を 届け 出る も のと する 。  

第16条 こ の規則に定める も ののほか 、 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の 貸付け の手

続について 必要な 事項は、 別に定める 。  

附 則 

こ の規則は、 公布の日か ら 施行し 、 昭和49年７ 月９ 日から 適用する 。  

附 則（ 平成15年規則第18号）  

こ の規則は、 公布の日か ら 施行する 。  

附 則（ 平成21年２ 月19日規則第３ 号）  

（ 施行期日）  

１  こ の規則は、 公布の日か ら 施行する 。  

（ 経過措置）  

２  こ の規則によ る 改正前の各規則の様式の用紙につい て は、 当分の間、 こ れを 使用する

こ と ができ る 。  

附 則（ 平成31年３ 月20日規則第12号）  

（ 施行期日）  

１  こ の規則は、 平成31年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

（ 経過措置）  

２  こ の規則によ る 改正後の大野城市災害弔慰金の支給等に関する 条例施行規則の規定は、

こ の規則の 施行の 日前に生じ た 災害によ り 被害を 受け た 世帯の世帯主に対する 災害援護

資金の貸付け について は、 適用し な い。  
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大野城市災害見舞金支給要綱 
 

昭和50年４ 月12日要綱第１ 号 

改正 

昭和52年２ 月15日要綱第１ 号 

昭和59年６ 月21日要綱第４ 号 

平成11年７ 月７ 日要綱第15号 

令和３ 年11月24日要綱第63号 

大野城市災害見舞金支給要綱 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の要綱は、 災害対策基本法（ 昭和36年法律第223号） 第２ 条第１ 号に規定する 災

害（ 以下「 災害」 と い う 。 ） の発生に際し て 当該災害に よ る 被災者に対し て 支給する 災

害見舞金及び弔慰金に関し 必要な 事項を 定める も のと する 。  

（ 適用基準）  

第２ 条 市長は、 市内において 発生し た 災害に伴い、 次に掲げる 被害が生じ た 場合（ 被災

者の故意又は重大な 過失によ り 被害が生じ た 場合を 除く 。 ） は、 被災者に対し 災害見舞

金又は弔慰金を 支給する 。  

( １ )  住家の全壊、 半壊、 全焼、 半焼、 流失又は浸水 

( ２ )  死亡者、 重傷者又は行方不明者の発生 

２  前項の 規定に かか わら ず、 死亡者又は行方不明者に 対し 他の弔慰金等が支給さ れた と

き は、 災害見舞金及び弔慰金を 支給し な い。  

第３ 条 災害見舞金及び弔慰金の額は、 次の各号に定める 額と する 。  

( １ )  全壊、 全焼又は流失 

１ 世帯当た り  50, 000円 

た だし 、 １ 人世帯には 30, 000円 

( ２ )  半壊又は半焼 

１ 世帯当た り  30, 000円 

た だし 、 １ 人世帯には 20, 000円 

( ３ )  床上浸水 

１ 世帯当た り  10, 000円 

( ４ )  死亡者に対する 弔慰金又は行方不明者に対する 災害見舞金 

１ 人につき  100, 000円 

( ５ )  重傷者に対する 災害見舞金 

１ 人につき  50, 000円 

( ６ )  床下浸水 

１ 世帯当た り  5, 000円 

（ 支給方法）  

第４ 条 災害見舞金は被災世帯主に、 弔慰金は遺族に対し 支給する も のと する 。 た だ し 、

行方不明者に対する 災害見舞金は弔慰金に準じ て 交付する 。  

（ 遺族の範囲）  

第５ 条 前条に規定する 遺族は次の各号に掲げる 者と する 。  

( １ )  配偶者（ 届出を し て な いが 死亡当時事実上婚姻関係と 同様の 事情にあ つた 者を 含

む。 ）  

( ２ )  子、 父母、 孫、 祖父母及び死亡当時そ の者と 生計を 同じ く し て いた 者 

( ３ )  前号に掲げる 者のほか 死亡当時、 そ の者と 生計を 同じ く し て いた 親族 

２  前項各号に該当する 者がいな いと き は、 そ の葬祭を 行う 者を 遺族と する 。  

３  第１ 項に掲げる 者が災害見舞金又は弔慰金を 受け る 順位は第１ 項各号の順位によ る 。

こ の場合に おいて 第１ 項第２ 号に 掲げる 者の災害見舞金又は弔慰金を 受け る 順序は、 同

号に掲げる 順序と する 。  

附 則 
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こ の要綱は、 昭和50年４ 月１ 日よ り 施行する 。  

附 則（ 昭和52年要綱第１ 号）  

こ の要綱は、 昭和52年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 昭和59年要綱第４ 号）  

こ の要綱は、 昭和59年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則（ 平成11年要綱第15号）  

こ の要綱は、 平成11年７ 月７ 日か ら 施行し 、 改正後の大野城市災害見舞金支給要綱の規

定は、 平成11年６ 月１ 日から 適用する 。  

附 則（ 令和３ 年11月24日要綱第63号）  

こ の要綱は、 令和３ 年11月24日から 施行する 。  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 原子力対策関係の資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



玄海原子力発電所の概要 

4-1 

（ 九州電力ホームページよ り 引用）  

原子力発電所は、 他の石油などのエネルギー源と 比べ、 資源の安定供給面、 環境問題、 経済面などで利

点を備えていま す。  

 玄海原子力発電所は、 1 号機が 1975 年 10 月に営業運転を開始し て以来、 増大する 電気エネルギー需要

に符合する よ う に、 2 号機、 3 号機、 4 号機と 建設さ れ、 出力 347 万 8 千 kWの発電所と なり ま し た。  

 その後、 1 号機は 2015 年 4 月 27 日に、 2 号機は 2019 年 4 月 9 日に運転終了と なり 、 現在の総出力は

236 万 kWと なっていま す。  

 こ れから も 安全確保を最優先に所員一丸と なって、 1 号機・ 2 号機の計画的な廃止措置と 、 3 号機・ 4 号

機の安全・ 安定運転に努めてま いり ま す。  

■概要 

 

■外観図 

 



原子力防災に係る福岡県民の安全確保に関する協定書 

 

 

 

福岡県（以下「甲」という。）及び糸島市（以下「乙」という。）並びに福岡

市（以下「丙」という。）は、地域防災計画の的確かつ円滑な実施を推進し、一

体となって福岡県民（以下「県民」という。）の安全及び安心を確保することを

目的に、九州電力株式会社（以下「丁」という。）と玄海原子力発電所（以下「発

電所」という。）に係る協定を次のとおり締結する。 

 

（関係法令の遵守等） 

第１条 丁は、発電所の保守運営に当たっては、周辺環境の保全に配慮すると

ともに、関係法令及びこの協定を遵守し、県民の安全及び安心を確保するた

めに万全を期するものとする。 

２ 丁は、発電所の保守運営に当たっては、発電所職員等に対する教育訓練の

徹底を図ること等により、安全管理体制の強化に努めるものとする。 

 

（情報連絡の内容及び時期） 

第２条 丁は、次に掲げる非常時の場合は、甲及び乙並びに丙に対し、当該事

象の発生後直ちに、その状況に関し必要な情報を連絡するものとする。 

(1)  原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号。以下「原災法」

という。）第 10 条第１項の規定による原子力防災管理者の通報が必要な

事象が発生した場合。 

(2)  原災法第 15条第１項各号に掲げる場合。 

２ 丁は、次に掲げる異常時の場合は、甲及び乙並びに丙に対し、報道機関に

情報提供する内容を速やかに連絡するものとする。 

(1)  原子炉の運転中又は停止中（定期検査等の計画停止を含む。）に原子

炉施設の故障があったとき。 

(2)  核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

(3)  発電所敷地内において火災が発生したとき。 

(4)  放射線業務従事者その他の者の放射線による被ばくが、法令に定める

線量限度を超えたとき又は基準以下の放射線による被ばくであっても被

ばく者に対して特別の措置を行ったとき。 

(5)  核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものが管理区域外に漏

えいし、一時的に管理区域の設定をしたとき。 

(6)  放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 

(7)  その他緊急事態が発生したとき。 

 



３ 丁は、前項各号に掲げる異常時の場合は、甲及び乙に対し、当該事象の発

生後直ちに連絡するものとする。 

４ 甲は、前項の連絡を受けた場合は、速やかに丙に連絡するものとする。 

５ 丁は、甲に対し、別に定めるところにより、平常時の情報提供を行うもの

とする。 

６ 甲は、前項の情報提供を受けた場合は、乙及び丙に対し、速やかにその内

容を連絡するものとする。 

 

（連絡の方法） 

第３条 前条に定める丁の非常時及び異常時の連絡については、電子メール及

び電話等をもって行う。 

 

（現地確認） 

第４条 甲は、原災法の施行に必要な限度において、その職員を発電所に現地

確認させることができるものとする。 

２ 甲及び丁は、前項に定める現地確認において、相互に意見を述べることが

できるものとする。 

３ 甲は、第１項の規定により現地確認を行う場合は、乙及び丙に対し、事前

に通報するとともに、現地確認の結果を連絡するものとする。 

 

（損害の補償） 

第５条 丁は、県民に対し、発電所の運転等により原子力損害を与えた場合は、

原子力損害の賠償に関する法律（昭和 36 年法律第 147 号）に基づき、速やか

に補償するものとする。 

 

（協定の改定） 

第６条 この協定に定めた事項につき、改定すべき事由が生じたときは、甲、

丁いずれからもその改定を申し出ることができる。この場合において、甲及

び丁は、誠意をもって協議に応ずるものとする。 

２ 乙及び丙は、甲を通じて改定を申し出ることができる。 

 

（覚書） 

第７条 第２条第５項に定めた平常時の情報提供については、甲、丁協議のう

え、別に覚書を交換するものとする。 

 

（その他） 

第８条 この協定に定めた事項について疑義を生じたとき又はこの協定に定め

のない事項について定めをする必要が生じたときは、甲、丁協議して定める



ものとする。 

２ 乙及び丙は、甲を通じて協議を申し出ることができる。 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁

において記名押印のうえ、当事者各１通を保有する。 

 

 

平成 24 年 4 月 2 日 

 

          甲  福岡県福岡市博多区東公園７番７号  

              福岡県 

              福岡県知事      小 川   洋 

 

 

 

 

          乙  福岡県糸島市前原西一丁目１番１号 

              糸島市 

              糸島市長       松 本  嶺 男 

 

 

 

 

          丙  福岡県福岡市中央区天神一丁目８番１号     

              福岡市 

              福岡市長       髙 島  宗一郎 

 

 

 

 

          丁  福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番８２号   

              九州電力株式会社  

              代表取締役社長    瓜 生  道 明 
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原子力発電所のト ラ ブル評価尺度 

 

国際原子力事象評価尺度（ I NES）は、国際原子力機関（ I AEA）と 経済協力開発機構原子力機関（ OECD/NEA）

が定めた尺度で、平成４ 年３ 月に各国に採用が勧告さ れま し た。わが国では、平成４ 年８ 月から 正式運用

を開始し ま し た。  

原子力施設等の異常事象や事故は、その深刻度に応じ て７ つのカテゴリ ーに分類さ れま す。各国は、異

常事象や事故の深刻度をこ の尺度を使って判定し 、 発表し ま す。  

東京電力福島第一原子力発電所事故はその放射性物質の放出量から 最も 深刻な事故である こ と を示す

レ ベル７ （ 暫定評価） と 判断さ れていま す。  

 

出展：「 原子力・ エネルギー図面集」  
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緊急時モニタ リ ングの概要 

 

■緊急時における モニタ リ ング 

県（ 福岡県モニタ リ ング本部） は、 施設敷地緊急事態発生の情報連絡を受けた場合、 国が立ち上げ、 統

括する 緊急時モニタ リ ングセンタ ーに参画する 。  

国は、 指針に基づき 、 県があら かじ め策定する「 緊急時モニタ リ ング計画」 を参照し て、 原子力災害の状

況、 気象情報などを参考にし つつ、 周辺住民の住居の分布及び地形を考慮し 、「 緊急時モニタ リ ング実施

計画」 を策定し て、 緊急時モニタ リ ングを実施する 。  

県は、 国が「 緊急時モニタ リ ング実施計画」 を策定する ま での間、「 緊急時モニタ リ ング計画」 に基づ

き 、 緊急時モニタ リ ングを実施し 、「 緊急時モニタ リ ング実施計画」 策定後は、 国の指揮の下、 緊急時モ

ニタ リ ングに所要の協力を行う 。  

 

 

■緊急時モニタ リ ング結果の報告・ 共有 

緊急時モニタ リ ングセンタ ーは、モニタ リ ング結果の妥当性を確認し 、原子力規制委員会（ 原子力緊急

事態宣言発出後においては、 原子力災害対策本部） 及びオフ サイ ト センタ ー放射線班と 速やかに結果を

共有する 。  

ま た、 原子力災害対策本部が行ったモニタ リ ング結果の評価など をオフ サイ ト センタ ー放射線班と 共

有する 。  

緊急時モニタ リ ング結果については、 オフサイ ト センタ ー放射線班から 関係県などに連絡する 。  
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モニタ リ ングの実施方法 

 

■モニタ リ ングポスト 等によ る 常時測定 

県は、 県内各地域の比較的人口が密集する 地点に設置し たモニタ リ ングポス ト 及び固定式電子線量計

において、 放射線量を常時監視する も のと し 、 今後、 必要に応じ て拡充し ていく も のと する 。  

ま た、警戒事態以降においては、モニタ リ ングポス ト の監視頻度を引き 上げる など放射線量の監視体制

を強化する 。  

 

県内のモニタ リ ングポス ト 設置場所 

設置場所 所在地 地上高さ  

引津小学校 糸島市志摩御床 2165-2 

１ ｍ 
福吉小学校 糸島市二丈吉井 4118 

県糸島総合庁舎 糸島市浦志 2-3-1 

福岡県庁 福岡市博多区東公園 7-7 

県保健環境研究所 太宰府市向佐野 39 18. 9ｍ 

県飯塚総合庁舎  飯塚市新立岩 8-1 

１ ｍ 
県久留米総合庁舎 久留米市合川町 1642-1 

県八幡総合庁舎 北九州市八幡西区則松 3-7-1 

県行橋総合庁舎 行橋市中央 1-2-1 

 

県内の固定式電子線量計設置場所 

設置場所 所在地 地上高さ  

姫島小学校 糸島市志摩姫島 976 

１ ｍ 

鹿家公民館 糸島市二丈鹿家 1771－1 

福ノ 浦漁港 糸島市志摩芥屋 3719-4 

加茂川砂防緑地公園 糸島市二丈福井 4192-1 

志摩中学校 糸島市志摩小金丸 1836 

糸島市交流ﾌ゚ ﾗｻ゙ 二丈館 糸島市二丈深江 1360 

上深江公民館 糸島市二丈上深江 469-1 

 

 

■サーベイ メ ータ によ る 県内全域の測定 

県は、モニタ リ ングポス ト などによ る 監視に加え、放射線量の定点測定を補完する ため、県内各地に配

備し たサーベイ メ ータ によ り 、 必要に応じ 、 機動的かつ柔軟にモニタ リ ングを行う 。 ま た、 自然災害によ

る モニタ リ ングポス ト など の損壊や電源供給の途絶などによ り 、 モニタ リ ングができ なく なった場合に

ついても 、 同様の対応を行う 。  

なお、 サーベイ メ ータ については、 必要に応じ て拡充し ていく も のと する 。  
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県内のサーベイ メ ータ 配備場所及び配備地図 

番
号
※ 

配備場所 所在地台数 

台数 

低線 

量用 

高線 

量用 

１  福岡西総合庁舎 福岡市中央区 １  １  

２  福岡普及指導センタ ー  福岡市西区 １  - 

３  農林業総合試験場 筑紫野市 １  - 

４  福岡女子大学 福岡市東区 １  - 

５  北筑前普及指導センタ ー 福津市 １  - 

６  宗像総合庁舎 宗像市 １  - 

７  宗像総合庁舎遠賀分庁舎 水巻町 １  - 

８  計量検定所 粕屋町 １  - 

９  田川総合庁舎 田川市 １  - 

10 北部家畜保健衛生所 嘉麻市 １  - 

11 直方総合庁舎 直方市 １  - 

12 朝倉総合庁舎 朝倉市 １  - 

13 
農林業総合試験場資源活用研究センタ ー

苗木花き 部  
久留米市 １  - 

14 九州歴史資料館 小郡市 １  - 

15 八女総合庁舎 八女市 １  - 

16 工業技術センタ ーイ ンテリ ア研究所 大川市 １  - 

17 筑後農林事務所 筑後市 １  - 

18 南筑後普及指導センタ ー みやま 市 １  - 

19 大牟田総合庁舎  大牟田市 １  - 

20 小倉総合庁舎 北九州市小倉北区 １  - 

21 豊前総合庁舎 豊前市 １  - 

22 苅田港務所 苅田町 １  - 

23 門司学園高等学校 北九州市門司区 １  - 

24 福岡県庁（ 環境保全課）  福岡市博多区 ２  - 

25 福岡県保健環境研究所 太宰府市 ４  - 

26 糸島市役所 糸島市 ５  ５  

合計 34 ６  

※こ の表中の番号は、以下の図（ 福岡県のモニタ リ ング機器の配置） 中のサーベイ メ ータ の配備場所の

番号と 一致する も のである 。  
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福岡県のモニタ リ ング機器の配置 

 
 

 



福岡県原子力災害広域避難基本計画（ 令和５ 年３ 月修正） よ り 抜粋 

4-5-1 

原子力災害における 広域的避難 

 

■糸島市民の受け入れ 

糸島市は、県の支援を得て、広域的な避難等が必要な場合に備え、対象地域外にあら かじ め指定し た避

難所に避難する 等、 糸島市等が取る べき 措置を定める ため、 個別計画を作成する も のと する 。  

避難先については、地域コ ミ ュ ニティ ーの維持に留意し 、同一地区の住民がま と ま って避難等でき る よ

う 配慮する と と も に、 対象地域の地区ごと の避難経路・ 避難先を明示する も のと する 。  

 

受入市町における 指定避難所の収容可能人数一覧（ 令和５ 年３ 月１ 日時点）  

市町村名 人数 市町村名 人数 

福岡市 11, 397 那珂川市  555 

筑紫野市 573 宇美町  372 

春日市 1, 000 篠栗町 235 

大野城市 548 志免町 299 

宗像市 495 須恵町 279 

太宰府市 1, 158 新宮町 257 

古賀市 345 久山町  120 

福津市 2, 940 粕屋町  650 

合計 21, 223 

 

■県内市町村への避難等 

玄海原子力発電所から 著し く 異常な水準で放射性物質が放出さ れ、又はそのおそれがある 場合には、施

設の状況や放射性物質の放出状況を踏ま え、 必要に応じ て対象地域を越える 地域においても 屋内退避を

実施する 。 ま た、 放射性物質の拡散によ り 、 対象地域を越える 地域において、 住民の避難等が必要と なる

場合については、放射線量の実測値などを踏ま え、柔軟に対応する こ と と し 、迅速かつ円滑な避難等を実

施する ため、県は、対象地域を越える 市町村から 避難者数の連絡を受け、あら かじ め把握し た県内全市町

村の避難所の収容可能人数や被災状況を参考と し て、 避難先の調整を行う も のと する 。  

ま た、市町村が要配慮者を含む避難者数、避難対象地域を明確にし た避難個別計画を策定する 際、市町

村域を越える 調整が必要と なる 場合には、 当該市町村から の要請を踏ま え、 県においてあら かじ め広域

的な調整を行う など支援する 。  

なお、県は、県内全市町村に避難先が拡大する 可能性に鑑み、平常時において県が実施する 原子力防災

訓練の成果など、 避難等に必要な知見を適宜県内市町村に提供する も のと する 。  

 

■県外への避難等 

県外に避難等し なければなら ない場合は、国の助言を踏ま える と と も に、佐賀県及び長崎県と 連携し 、

「 九州・ 山口９ 県災害時応援協定」 などの協定を活用し て、 必要な調整を行う も のと する  
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県内全市町村の避難所における 収容可能人数（ 令和 5 年 2 月１ 日時点）  

番号 市町村名 避難所数 収容可能人数  番号 市町村名 避難所数 収容可能人数 

１  北九州市 501 158, 376 31 篠栗町 31 5, 848 

２  福岡市 435 126, 063 32 志免町 43 11, 113 

３  大牟田市 48 37, 792 33 須恵町 19 8, 381 

４  久留米市 178 44, 940 34 新宮町 26 12, 363 

５  直方市 51 16, 311 35 久山町 19 4, 535 

６  飯塚市 63 39, 506 36 粕屋町 45 9, 694 

７  田川市 24 6, 959 37 芦屋町 2 1, 338 

８  柳川市 56 9, 716 38 水巻町 22 9, 570 

９  八女市 23 6, 413 39 岡垣町 16 2, 604 

10 筑後市 33 1, 571 40 遠賀町 15 6, 517 

11 大川市 26 4, 857 41 小竹町 15 19, 103 

12 行橋市 29 27, 086 42 鞍手町 20 8, 700 

13 豊前市 17 3, 475 43 桂川町 8 4, 870 

14 中間市 12 7, 252 44 筑前町 10 3, 470 

15 小郡市 29 9, 715 45 東峰村 29 1, 925 

16 筑紫野市 96 70, 121 46 大刀洗町 13 3, 650 

17 春日市 67 11, 982 47 大木町 8 6, 440 

18 大野城市 55 10, 976 48 広川町 10 1, 854 

19 宗像市 38 5, 640 49 香春町 20 7, 428 

20 太宰府市 22 10, 555 50 添田町 63 6, 850 

21 古賀市 17 1, 473 51 糸田町 10 2, 125 

22 福津市 21 6, 620 52 川崎町 14 2, 570 

23 う き は市 36 4, 680 53 大任町 6 3, 900 

24 宮若市 19 4, 680 54 赤村 9 1, 281 

25 嘉麻市 48 16, 931 55 福智町 19 7, 514 

26 朝倉市 39 11, 800 56 苅田町 12 2, 262 

27 みやま 市 26 7, 110 57 みやこ 町 23 3, 118 

28 糸島市 47 9, 365 58 吉富町 12 2, 241 

29 那珂川市 15 8, 343 59 上毛町 7 2, 503 

30 宇美町 62 10, 224 60 築上町 23 5, 660 

     合計 2, 702 859, 959 

 



－1－ 

 

 

原子力災害時の 

広域避難 

受入マニュ アル 
（ 糸島市： 元町行政区→大野城市： 大野城市総合体育館）  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５ 年３ 月 

糸島市・（ 大野城市）  
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 本マニュ アルは、「 原子力災害時における 住民の広域避難に関する マニュ アル（ 平成

２ ８ 年７ 月）」 に基づき 、 九州電力株式会社玄海原子力発電所にて、 万が一原子力災害

が発生し た際に、 糸島市住民の広域避難先と し て、 大野城市が準備すべき こ と について

定めたも の。  

 なお、 本マニュ アルになき 事項は、 大野城市の一般災害のマニュ アルによ る 。  
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１  広域避難の基本的事項 

( 1)  原子力災害によ り 、 住民の生命若し く は身体を 保護する ため、 糸島市が広域避

難の必要がある と 認めたと き は、 大野城市は正当な理由がある 場合を 除き 、 避難

者の受入を 行いま す。  

( 2)  大野城市は、 それぞれの指定避難所等公共施設のう ち、 あら かじ め定めた施設

の一部を避難者の避難所等と し て提供し ま す。  

ただし 、 当該避難所等が原子力災害によ る 放射線物質の拡散や自然災害の影響

によ り 、 使用でき ない場合は、 福岡県( 以下、「 県」 と いう 。 ) が別途、 避難先の調

整を 行いま す。  

( 3)  糸島市は、 県と 連携し 、 広域避難が大野城市の負担と なら ないよ う 配慮し なけ

ればなり ま せん。  

 

２  広域避難への対応 

( 1)  広域避難の受入要請等 

① 糸島市は、 大野城市に対し 、 災害対策基本法に基づく 広域避難の要請を 行う

場合は、 様式１ （ 受入要請書） によ り 行いま す。 ただし 、 緊急を 要する 場合は

口頭によ り 要請し 、 後日速やかに文書を 提出し ま す。  

② 原子力災害の発生によ り 糸島市が広域避難要請の事務を 行う こ と ができ なく

なっ た場合は、 県が糸島市に代わって広域避難の要請を 行いま す。  

③ 大野城市は、 広域避難の受入れ準備が整っ た場合、 速やかに避難の受入れを

開始し ま す。  

( 2)  必要物資等 

① 避難者の受入れ及び避難所等の運営に必要な物資や防災資機材等（ 以下、「 必

要物資」 と いう 。） については、 糸島市が県と 協力し 、 その確保に努めま す。  

② 必要物資が不足する 場合、 糸島市は大野城市に対し て必要物資の貸与又は提

供を 要請でき る こ と と し 、 要請を 受けた大野城市は、 対応可能な範囲でこ れに

協力し ま す。  
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( 3)  広域避難における 役割分担 

① 広域避難における 糸島市の役割分担は次のと おり と し ま す。  

糸島市の役割分担 

１  防護措置等の住民等への伝達及び避難手段の確保 

２  避難対象地区から 避難先地域への誘導 

３  避難所等運営に係る 必要物資の調達 

４  避難所等（ 福祉避難所含む） の運営 

５  避難者の健康管理 
 

② 広域避難における 大野城市の役割分担は次のと おり と し ま す。  

大野城市の役割分担 

１  避難所等周辺から 避難所等への避難者の誘導 

２  避難者の自家用車駐車ス ペース の確保 

３  避難所等の開錠及び施設管理 

４  避難所等運営に係る 必要物資の調達支援 

５  避難所等（ 福祉避難所含む） の運営に係る 支援 

６  その他糸島市から 特に要請のあったも の 

 

( 4)  避難所等の運営 

大野城市は、 避難所等の開設当初など 糸島市によ る 避難所等の運営が困難な場

合には、 糸島市の体制が整う ま での間、 様式２ （ 避難者名簿） によ り 避難者の受

入れを行う など の避難所等の運営を 行いま す。  

なお、 学校を 避難所等と し て長期間にわたり 使用する 場合は、 学校が教育活動

の場である こ と に配慮し 、 施設の利用期間、 利用方法等について、 学校長等と 調

整を 図り ま す。  

 

３  費用負担 

広域避難の受入れやその他被災者支援に係る 経費については、 災害救助法、 原子

力損害賠償法及び国の費用負担等によ り 、 最終的に大野城市の負担と なら ないこ と

を 原則と し ま す。  
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４  平常時の活動 

( 1)  糸島市と 大野城市は、 広域避難が円滑に実施でき る よ う 、 平常時から 、 下表の

「 事項」 について情報を 共有する と と も に、 市町防災訓練の実施及び毎年県が実

施し ている 防災訓練への参加に努めま す。  

なお、 情報共有にあたっ ては、 下表の様式３ ～５ を 用いる こ と と し ま す。  

様式 様式名称 事項 

様式３  
連絡担当部局名及び当

該部局の連絡先 

・  平常時及び発災時の連絡担当部局名及

び連絡先 

様式４  
原子力災害時避難所台

帳 

・  大野城市に避難する 行政区ごと の人口 

・  広域避難のた めの受入施設の状況（ 改

廃等の計画含む）  

( 参考)  避難所等のレ イ アウ ト  ・  避難所等の資機材配置予定 

様式５  
元町行政区の必要物資

（ 見込み）  

・  元町行政区の必要物資数について、 あ

ら かじ め見込むも の。  

・  避難先、 糸島市の物資では不足する 場

合は、 国・ 県が補充する 。  

 

( 2)  防災訓練の実施にあたっ ては、 糸島市住民の避難訓練及び大野城市によ る 受入

れ訓練を 中心に行う も のと し ま す。  

 

 

５  補則 

( 1)  こ のマニュ アルに示し ていない事項及びこ のマニュ アルの内容に疑義が生じ た

場合には、 その都度協議し て決定し ま す。  

( 2)  こ のマニュ アルの内容が適切に実施さ れる よ う 、 毎年少なく と も １ 回は糸島市

及び大野城市でマニュ アルの内容を確認し ま す。  
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様式１  

                           令和  年  月  日 

 

（ 大野城市長） 様 

 

糸島市長     

 

受 入 要 請 書 

 

 

 

原子力災害時における 住民の広域避難に関する マニュ アル２ （ １ ） に基づき 、 糸島市

民の避難の受け入れを要請し ま す。  
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様
式

-
9
1
 

避 難 者 名 簿 （ 同居し ている 家族の単位で記入し て下さ い。）  

１ ． こ の避難所に避難し た方について記入し て下さ い。  

住 所 
 

世帯主 
 避 難 場 所 体 育 館 ・     年    組 教 室

（         ）  

避難者氏名 続柄 性別 年齢 勤務先・ 在学校（ 園） 名 
心配な病気や障がいの状況 
妊婦・ 乳児・ 透析・ 喘息等 

現在の症状等 備 考 

     有 病名・ 障がいの状況 
無 

発熱・ 重傷・ 軽傷  

     有 病名・ 障がいの状況 
無 

発熱・ 重傷・ 軽傷  

     有 病名・ 障がいの状況 
無 

発熱・ 重傷・ 軽傷  

                                                                有 病名・ 障がいの状況 
無 

発熱・ 重傷・ 軽傷  

     有 病名・ 障がいの状況 
無 

発熱・ 重傷・ 軽傷  

     有 病名・ 障がいの状況 
無 

発熱・ 重傷・ 軽傷  

                                    ◎妊婦    週（ 月）       ◎乳児    ケ月   

２ ． 同居の家族で、 こ の避難所に避難し ていない方（ 他の避難所に避難、 所在不明等） を記入し て下さ い。  

氏 名 続柄 性別 年齢 備 考 氏 名 続柄 性別 年齢 備 考 

                                             

          

３ ． 家の状況 

家屋の倒壊  （ 全壊・ 半壊・ 一部損壊）  火   災  （ 全焼・ 半焼・ 一部損焼）  

浸   水  （ 床上・ 床下）   

ラ イ フラ イ ンの損壊  （ 電気・ ガス ・ 水道・ 下水・             ）  

その他の状況  

 

入所日    月    日 ～ 退所日    月    日 退所先  

男 

 

 

女 

 

 

計 

 
 

 

様式２  ※大野城市地域防災計画( 様式集) よ り 抜粋 
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様式３  

連絡担当部局名及び当該部局の連絡先 

団体名 
連絡担当 

部局・ 課・ 係 

電話（ 加入電話）  防災行政無線回線
（ 市町の内線電話よ

り 発信番号＋）  
FAX番号 E-mai l  

番号 代表・ 直通 

糸島市 [ 平常時]  
危機管理課 防災企画係
担当 

092-332-2110 代表・ 直通 78-222-70 092-324-0239 ki ki kanr i @ci t y. i t oshi ma. l g. j p 

[ 緊急時] 休日・ 夜間 

同上 
同上 代表・ 直通 同上 同上 同上 

大野城
市 

[ 平常時]  
危機管理課 危機管理担
当 

092-580-1966 代表・ 直通 78-219-70 092-573-7791 ki ki kanr i @ci t y. onoj o. f ukuoka. j p 

[ 緊急時] 休日・ 夜間 

市役所警備員室 
( 警備員を通じ て担当へ)  

092-501-2211 
代表・ 直

通・ 公用携
帯電話 

同上 同上 同上 

（ 避難
先施
設） 総
合体育
館 

[ 平常時]  
大野城市ス ポーツ協会 
( 総合体育館内)  

 
092-503-0021 代表・ 直通 - 092-503-5546 i nf o@onoj o-spor t s. or . j p 

[ 緊急時] 休日・ 夜間 

市役所警備員室 
( 警備員を通じ て担当へ)  

 
092-501-2211 代表・ 直通 78-219-70 092-573-7791 ki ki kanr i @ci t y. onoj o. f ukuoka. j p 

mailto:kikikanri@city.itoshima.lg.jp
mailto:kikikanri@city.onojo.fukuoka.jp
mailto:info@onojo-sports.or.jp
mailto:kikikanri@city.onojo.fukuoka.jp
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原子力災害時避難所台帳    №        

施設名 大野城市総合体育館  
避難する  

地区名 
元町行政区 

 

住所 
大野城市大字乙金 618-12 電話 092-503-0021 

Ｆ Ａ Ｘ  092-503-5546 

施設の 

規模 

 

面積 

2, 192. 9 ㎡ 

収容人数 

731 人 

避難者数 
548 人 

う ち、  

要支援者数 100 人 

保有設備 

ト イ レ  ○ 
備品 

テレ ビ ○ 

入浴施設 ○ ラ ジオ × 

調理器具 × 避難車台数 187 台 

水道設備 ○ 

駐車可能

台数 

当該駐車場 269 台程度 

室内 

環境 

エアコ ン ○ 周辺駐車場 なし  

扇風機 ○ 
その他（ 空

地）  
なし  

ス ト ーブ ○ 合計 269 台程度 

施設の 鍵

の管理者 
大野城市ス ポーツ 協会 

特記事項 

職員派遣 

人数 
２ 人 避難先市町 〇〇人 

＜地図＞ 

 

様式４  
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元町行政区の必要物資（ 見込み）  

 

 

１  食料、 飲料水及びその他の生活必需品 

( 1)  食料 

品目 単位 必要数 備考 

主食（ 米、 パン）  食 ○○ 避難住民数×９ 食 

副食（ おかず）  食 ○○ 避難住民数×９ 食 

おやつ 食 ○○ 避難住民数×３ 食 

 

( 2)  飲料水 

品目 単位 必要数 備考 

飲料水（ 500ml ）  本 ○○ 避難住民数×９ 本 

 

( 3)  生活必需品 

品目 単位 必要数 備考 

毛布 枚 ○○ 避難住民数分 

マッ ト  枚 ○○ 避難住民数分 

パーテーショ ン 個 必要数 レ イ アウ ト に応じ て必要数 

 

２  救護、 医療及び防疫に必要な資機材 

 ( 1)  資機材等 

品目 単位 必要数 備考 

消毒液 個 数個  

非接触式体温計 個 数個  

 

３  救助及び救援活動に必要な車両等 

( 1)  車両等 

品目 単位 必要数 備考 

福祉車両 台 未定 必要に応じ て県が調整する  

 

様式５  
（ 糸島市が記入）  


